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Ⅰ 論文題目 

 

現代中国学校給食制度に関する研究 －その法制と実態の分析を中心に－ 

 

Ⅱ 論文構成 

 

序章 研究の目的と方法  

第一節 研究の目的  

第二節 先行研究の検討  

1  中国国内における研究  

(1) 都市部を対象とした研究  

(2) 農村部を対象とした研究  

2  日本国内における研究  

3  先行研究の課題と本研究の視点  

第三節 論文構成と課題設定  

 

第一章 中国における学校給食制度の胎動 －1980 年代の萌芽的状況－  

第一節 健康権の概念と教育を受ける権利 －「アルマ・アタ宣言」を中心に－  

1  国際社会における健康権の概念と構想  

(1) 「国際連合憲章」における基本的人権  

(2) 「世界保健機関憲章」における健康権  

(3) 「世界人権宣言」における健康権  

(4) 「国際人権規約」における健康権  

2 「アルマ・アタ宣言」における健康権  

3 中国の憲法と健康権  

第二節 中国における児童生徒の栄養をめぐる社会的背景  

第三節 中国学生栄養促進会の成立  

1 中国学生栄養促進会の成立経緯  

2 「児童生徒保護プログラム」の制定経緯と規定内容  

小括  

 

第二章 学校給食制度の創設に向けた各種法令の整備 

－1990年代関係法令の分析を中心に－  

第一節 健康権に基づく学校給食の理念と構想  

1 「2000年予防保健戦略目標」の制定経緯と規定内容  

2 健康権を保障するための学校給食の理念の確立 
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第二節 各種法令の具体的整備状況  

1  1993年の「九十年代中国食物構造改革と発展綱要」と児童生徒の栄養改善の提唱 

2  1996年の「国家大豆行動計画」と農村部児童生徒の栄養改善  

3  1996年の「学校食堂の衛生監督規則」と学校給食概念の確立  

4  1997年の「中国栄養改善行動計画」と学校給食の導入  

5  1999年の「学校給食加工業者の衛生規則と標準」と学校給食制度の策定  

6  上述各種関係法令の特徴  

小括  

 

第三章 都市部における学校給食の法制と実態 

－2001年「学校給食の推進に関する指導意見」とその運用－  

第一節 都市部における学校給食に関する法制  

1 「指導意見」の制定経緯  

2 「指導意見」の規定内容  

3 「指導意見」の意義と課題 

第二節 都市部地方政府による学校給食制度の運用実態－事例調査による分析を通して－ 

1  大都市における学校給食の実態 －北京市を事例に－  

(1) 北京市の学校給食の現状  

(2) A校（小中一貫校）学校給食の実態  

(3) B校（小中一貫校）学校給食の実態  

2  地方都市における学校給食の実態 －南昌市を事例に－  

(1) 南昌市の学校給食の現状  

(2) C小学校学校給食の実態  

小括  

 

第四章 農村部における学校給食の法制と実態 

－2011年「農村義務教育段階の児童生徒栄養改善計画」とその運用－  

第一節 農村部における学校給食に関する法制  

1 「栄養計画」の制定経緯  

2 「栄養計画」の規定内容  

3 「栄養計画」の意義と課題  

第二節 農村部地方政府による学校給食制度の運用実態－事例調査による分析を通して－ 

1 全国農村部における学校給食現状の概観  

(1)学校給食の実施状況  

(2)学校給食の実施経費  

(3)学校給食の実施方式  
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(4)学校給食の衛生・栄養管理  

(5)学校給食の実施監査システム  

2 農村部の国試行区における学校給食の実態 －江西省楽安県を事例に－  

(1) 江西省の学校給食の現状  

(2) 江西省楽安県の学校給食の現状  

(3) A小学校学校給食の実態  

(4) A中学校学校給食の実態  

(5) B小学校学校給食の実態  

(6) B中学校学校給食の実態  

3 農村部の地方試行区における学校給食の実態 －遼寧省西豊県を事例に－ 

(1) 遼寧省の学校給食の現状  

(2) 遼寧省西豊県の学校給食の現状  

(3) C中学校学校給食の実態  

小括  

 

終章 現代中国における学校給食制度の特質と意義と課題  

1 特質及び意義  

2 課題  

 

主要参考文献  

 

付録資料  

資料一 1990年「児童生徒保護プログラム」日本語訳  

資料二 2001年「学校給食の推進に関する指導意見」日本語訳  

資料三 2011年「農村義務教育段階の児童生徒栄養改善計画」日本語訳 

資料四 2015年「第 3回中国学生栄養改善と学校給食交流会」招待状  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ 論文の要約 

 

序章 研究の目的・方法及び先行研究の検討 

 

第一節 研究の目的・方法 

本研究は、中国における学校給食制度の発展過程を辿りながら同国の学校給食に関する

法制度を整理・検討した上で、地域レベルにおける学校給食の現状把握を通して中国学校

給食制度の特質と意義及び課題を明らかにすることを目的としている。 

周知のように、中国は 1978年に改革開放経済政策を導入した。この経済政策により、中

国の経済は急速に発展し、様々な領域に大きな変化が生じた。都市部を中心に富裕層が多

く出現するようになった一方で、都市部と農村部における経済発展の格差は拡大した。こ

の経済発展の格差は、国民、特に児童生徒の栄養・健康の状態、さらに教育状況にも色濃

く影響を与えた。都市部においては、偏った栄養摂取等児童生徒の食生活の乱れや肥満傾

向等が年々増加している。その一方で、農村部においては、特に貧困地区の子供たちが一

日三食を取ることもできず、十分な栄養を摂取できないという深刻な問題が広範囲にわた

って存在している。これらは、当該地域経済の実状によって引き起こされており、児童生

徒の栄養状況や教育状況の均衡的な発展に大きな制約を与える要因ともなっている。 

こうした状況の中、中国では、児童生徒の食事を改善し、栄養バランスを整えるための

手段として、1980 年代より、小・中学校における学校給食の提供が一部の地域で実施され

はじめる。しかし、この時期の学校給食は、まだ国レベルの政策によるものではなく、そ

れぞれの地域の状況に応じて独自に実施されている状態に留まっていた。その後、児童生

徒の健康状況の改善に向けた各種関連法令の制定が漸次実施され、児童生徒の栄養状況は

一部改善されたものの、全国的にみた場合、学校給食の実施率は極めて低く、特に、農村

部の学校給食の実施状況は皆無であった。 

そのため、かかる現状を打開する方策の一つとして、中国政府は、先ず学校給食の実施

条件が整っていた都市部から学校給食の実施を漸次すすめ、それがある程度進展した後に

残りの都市部に対して学校給食を独自に実施させる施策を展開した。そして、このような

都市部での施策展開後、第二段階として貧困状況が劣悪な農村部を対象に中央政府主導の

試行区を設け実験的に学校給食を普及させ、都市部及び農村部の双方で学校給食の実施率

を漸次上げていき、最終的に全国遍く学校給食を普及させようとする独特な学校給食制度

を運用・展開してきている。しかしながら、このような中国の学校給食制度の実施・展開

に際しては、未だ多くの課題が内包されたままである。そこで、本研究では、かかる中国

の学校給食制度が具体的にどのようなプロセスを経て成立してきているのかを丁寧に追跡

しながら、その法制と実態を詳細に分析して、前述の研究目的に接近してゆきたい。 
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第二節 先行研究の検討 

中国では、1980 年代から学校給食の提供が実施され始めるが、最初のうちは新規事業と

して各地域で自発的に行われた例が散見される程度であった。そのため、学校給食に関す

る事柄は社会から重要視されてはおらず、学校給食に関する研究はほとんどされていなか

った。そこで、本節ではまず中国における学校給食に関する研究が本格的に行われるよう

になった 2000年代以降の日中の研究者による研究蓄積を整理する。 

学校給食についての研究は、①中国国内における研究、②日本国内における研究に大別

される。以下、それぞれについて検討していく。 

1  中国国内における研究 

（1）都市部を対象とした研究 

まず、研究については、中国で刊行された都市部の学校給食に関するいくつかの論文が

あり、その中でも特に注目されるのは、次のようなものである。 

①楊春明「学校給食－一つの重要な事業」（「学生营养餐－一项伟大的事业」2000 年）で

は、学校給食の実施を国家と民族の強盛という長期的視点から捉えつつ、中国学校給食の

導入に関する法令を整理し、学校給食献立の特徴や課題を分析している。この論文は、学

校給食の初期発展段階の関連法制の整理を行っている点で注目される。しかし、学校給食

の導入に関する法令の制定の経緯と概要については十分に言及されておらず、また、学校

給食の実施上の問題点や特質・意義にも触れていない。    

②蒋建平「学校給食 強国への道－海外の学校給食の現状と経験に着目して（下篇）」（「学

生营养餐 强国之路－国外学生营养餐现状与经验（下篇）」2004 年）では、学校給食の発展

段階を、（1）世論の提唱と自発的な取組、（2）民間の普及とモデル事業の拡大、（3）政府

主導による推進拡大の 3 つの段階に分けて概観した上で、首都北京・長春市（吉林省の省

都）・中小都市である平湖市（浙江省）の 3つの異なる地域の事例分析を通して、中国学校

給食制度の実態を展望している。この論文は、学校給食の発展段階を俯瞰的に把握する上

では参考になる。しかし、本論文では、共産党を中心とした政策立案・実施の正当性や無

謬性を強調するとらえ方に偏重しており、順調に実施されている事例のみの紹介に留まっ

ている。そのため、中国における学校給食制度の課題等が十分に明らかにされているとは

言い難い。 

③楊銘鐸・華慶「中国における学校給食の現状と今後の展望に関する考察」（「中国学生

营养餐现状分析及对未来发展的思考」2004 年）では、学校給食の現状と発展動向を理論的

に検討したものである。具体的には、学校給食の現状を、技術・市場・学校給食を提供す

る企業管理・関連法規の側面から分析し、今後の学校給食の発展動向を、資質能力の向上・

生産技術・市場展望・学校給食を提供する企業の発展戦略の視点から検討している。この

論文は、当時の学校給食事情の把握にはある程度参考になるが、学校給食に関する歴史背

景については言及されていない。 

④于若木・胡承康「国民の素質に関する事業の向上－我が国の学校給食における 20年の
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歴史の振り返りから」（「做好做大引领国人素质的事业-我国学生营养餐 20年历程回顾」2005

年）では、学校給食に関連する法令を年代順に整理し、学校給食の事業を充実するため、

実施方式や実施上の問題を記述している。また、学校給食事業の発展について、政府・学

校・学校給食を委託する民間業者の協力が必要であると論及している。学校給食実施の状

況については参考になるが、学校給食の運営・管理に関する側面について詳細な検討を加

えていない。 

⑤付俊杰・翟鳳英「学校給食の現状と発展に関する動向」（「学生营养餐现状与发展趋势」

2005 年）では、学校給食の定義と意義を明確にした上で、その重要性を強調するために、

学校給食の成功例として知られるアメリカ、日本の学校給食の歴史背景と実施状況を紹介

している。また、中国の学校給食の発展過程の整理を通じて、その特質、現状、課題を述

べたものである。当時の学校給食の実態と改善策を把握する上では大変参考になる論文で

はあるが、学校給食の法的分析について本格的に論じているわけではない。 

⑥蒋建平「国内外における学校給食の推進に関する振り返りと展望」（「国内外学生营养

餐推广的回顾与展望」2006 年）では、中国学校給食の発展を促進する観点から、中国の学

校給食の状況を紹介しつつ、学校給食の成功例として知られる日本、アメリカ、メキシコ、

スウェーデン等の国の学校給食を、歴史背景、実施方式、関連方策、法律、食安全等の諸

側面から整理し、今後学校給食の課題とあり方を分析した論文である。学校給食の各国事

情の把握には大いに参考になるものの、本論文の意図する研究とは異なる論文である。 

 

（2）農村部を対象とした研究 

次に、中国農村部の学校給食に関する研究としては、次のようなものが散見される。 

①廖曦「我が国における義務教育段階学校給食問題に関する研究」（「我国农村义务教育

学生营养餐问题研究」修士論文、華中師範大学、2013 年）は、次のような三章構成で農村

部における学校給食問題および改善策を明らかにしている。  

第一章 学校給食の概念（营养餐的概念） 

第二章 学校給食の実施状況及び問題（营养餐实施现状及其存在的问题） 

第三章 我が国における学校給食の改善に関する対策と建議 （完善我国营养餐的对策及

建议） 

この論文は、論文名と各章のタイトルが示すとおり、中国農村部における学校給食の問

題点を指摘したものであり、主に学校給食を実施する上での問題点を考察検討している。

学校給食の実施状況と問題点を把握する上ではある程度参考になる。しかし、学校給食を

巡る法制や背景については言及されていない。 

②聶碧芳「農村部における学校給食の安全管理に関する一考察」（「试论对加强农村学生

“营养餐”安全监管的若干思考」2013 年）は、学校給食を実施している江西省の中学校四

校及び小学校一校に対する実地調査を通して、現在の農村部における学校給食の安全管理

体制を検討したものである。しかし、学校給食の安全を確保するための運営・実施及び管
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理の体制や財政面に関する検討は行われていない。  

③任燕「現在の農村部における学校給食実施方式に関する研究」（「当前农村学生营养餐

供餐模式研究」修士論文、華中師範大学、2014 年）は、次のような七章構成で学校給食の

実施方式を明らかにしようとしている。 

第一章 序章（导论） 

第二章 農村義務教育段階学校給食の実施の歴史的背景と現状（农村义务教育阶段学生   

        营养餐政策实行的背景与现状） 

第三章 学校食堂運営方式に関する分析（学校食堂供餐模式分析） 

第四章 企業委託加工方式に関する分析（企业（单位）供餐模式分析） 

第五章 民間家庭委託方式に関する分析（家庭（个人）托餐模式分析） 

第六章 三種類の学校給食実施方式の啓発と課題（三种供餐模式的启示与完善建议） 

第七章 結論（结语） 

この論文は、論文名と各章のタイトルが示すとおり、農村部の学校給食の導入に関する

歴史背景を整理し、中国農村部における学校給食の実施方式を整理・分析したものである。

しかし、実施方式の紹介のみに留まっているため、農村部における学校給食制度の実態が

十分に明らかにされているとは言い難い。  

④彭珩・代娜「我が国における学校給食の現状について」（「浅谈我国中小学生营养餐现

状」2014 年）では、中国の農村部における学校給食の定義や発展の特徴を整理し、学校給

食の実施が児童生徒へ及ぼす影響という観点から、学校給食の実施上の問題点および改善

策を概観したものである。学校給食の現状を把握する上ではある程度役に立つが、農村部

の学校給食制度の現状と問題を整理・分析し、その課題を明らかにしようとする視点を有

していない。  

 

2  日本国内における研究 

次に、日本における中国学校給食に関する研究を見ると、ほとんど本格的な研究は行わ

れておらず、以下の論稿が挙げられるのみである。  

①菊地 弘美・坂西 裕介「中国における学校給食の現状」（2005 年）では、「第 3 回国際

スクールミルク会議」（2005年 4月 11日～14日）と「第 1回中国学生栄養給食フォーラム」

（2005 年 7 月 16 日～17 日）という中国で開催された学校給食に関する 2 つの会議への出

席から得られた情報を基に、中国の学校給食の発展過程・運営方式・現状の問題点などを

紹介している。 

②乾 陽子「魯北モンゴル族実験小学校における学校給食の実態」（2007 年）では、魯北

モンゴル族実験小学校を例とした学校給食実施状況を紹介するとともに、中国の学校給食

を展望している。 

しかし、これらの研究は、特定地域の事例を紹介しているに過ぎず、中国の学校給食に

関する基礎的な情報を得る上では一定程度有意義であるものの、本研究で意図しているよ
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うな中国学校給食制度自体の特質や意義さらには課題については論究されていない。 

以上のように、これらの先行研究は、総じて中国の学校給食の成立過程および現状の特

定側面を把握する上では一定程度参考になるものの、国内外の背景状況を考慮しつつ歴史

的、体系的に考察した研究に欠けており、その法制と実態の両面から総合的に分析した本

格的な研究は管見の限り見当たらない。 

 

第一章 中国における学校給食制度の胎動 －1980 年代の萌芽的状況－ 

本章では、1980 年代の中国学校給食制度の胎動時期において、国際的及び国内的な背景

のもとで同制度の成立に向けてどのような動きがあったのか、その具体像を明らかにし、

内包する意義と課題を検討した。 

第二次世界大戦後、社会変動に伴って思想や価値観が転換しつつ、基本的人権や人間の

尊厳・価値などが再認識された。1945年に国際連合は、「人種、性、言語又は宗教による差

別なく、すべての者のために人権及び基本的自由を尊重する」ように助長奨励する趣旨を

明らかにした「国際連合憲章」を制定した。その後、1948年の「世界保健機関憲章」では

健康とは「単に疾病や虚弱が存在しないということではなく、身体的、精神的及び社会的

に完全に良好な状態である」ことと定義された。また、1948年の「世界人権宣言」では、

「すべての人は、衣食住、医療および必要な社会的施設等により、自己および家族の健康

及び福祉に十分な生活水準を保持する権利を有する」ことが明示され、「健康権」が明確

に位置づけられた。さらに、1966年には「全ての者が到達可能な最高水準の身体および精

神の健康を享受する権利を有すること」が定められ、世界で初めて「健康権」が独立した

人権として、法的に効力のある明示された「国際人権規約」が採択された。 

以上のように、健康権に関する議論は国際社会においてはすでに 20世紀中盤頃からなさ

れてきたが、これらの健康権に関する論議はすべての国を対象としていたにも関わらず、

実際には先進国と発展途上国との間には大きな落差があった。そのため、1978 年に WHO と

ユニセフは、健康を基本的人権の一つとする考えに基づき、「2000 年までにすべての人に

健康を」をスローガンに、発展途上国を中心にその実現を図る戦略として「アルマ・アタ

宣言」を採択した。「アルマ・アタ宣言」は、WHO 憲章と「国際人権規約」の「社会権規約」

に示した「健康権」の基本概念を強く再認識しており、発展途上の各国は国民の健康に責

任を負い、自国の状況に応じた「適切な保健及び社会政策の保障」を行うことが必要であ

るとしていた。また、この目標を達成するためのプライマリ・ヘルス・ケアについては、

「2000 年までにすべての人に健康を」の戦略目標が「実践的、科学的、社会的に受け入れ

られる方法と技術に基づいた必要不可欠な健康管理（ヘルスケア）」と定義され、「十分

な住民参加のもとに、地域に居住する個人および家族があまねく利用でき、地域および国

家がその発達段階に応じて負担可能な費用で維持され、自立と自己決定の精神に則ってい

る」ことと記されている。そして、具体的な活動項目として①健康教育、②安全な水供給
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と基本的な衛生、③食糧供給と栄養、④母子保健と家族計画、⑤予防接種拡大計画、⑥地

域で蔓延している感染症の予防と対策、⑦簡単な病気やケガの適切な治療、⑧基本医薬品

の供給の 8つが示されていた。 

こうした「アルマ・アタ宣言」は、プライマリ・ヘルス・ケアを通じてすべての人に健

康を保障しようとする国際宣言として、世界の各国に大きな影響を与えた。WHO加盟国とな

った中国においても、「アルマ・アタ宣言」後、「2000年までにすべての人に健康を」とい

う目標を実現するため、中国国内の健康権を保障する措置として「2000年予防保健戦略目

標」を制定するための準備等を講じたのであった。 

前述のように、中国では、1978 年以降の改革開放政策によって、都市部の生活水準を向

上させるとともに、児童生徒の栄養状況も改善できるようになった。しかしながら、都市

部では、偏った栄養摂取など、児童生徒の食生活の乱れや肥満傾向等が年々増加し、新た

な栄養問題が発生することになった。このような状況の主な原因は、栄養に関する知識や

意識の不足であると考えられる。その一方で、特に経済発展が遅れた地区の児童生徒には

栄養不良などの問題が多く存在し、栄養状況は劣悪な状況のままであった。こうした状況

の中、1980年代より、児童生徒の食事を改善し、栄養バランスを整えるための手段として、

都市部の一部の地域では、小中学校における学校給食の提供が自発的に実施された。具体

的には、北京、上海、浙江、遼寧、江蘇、吉林、黒竜江など、30 余りの省や直轄市でそれ

ぞれ学校給食のテスト校が設けられた。このように、児童生徒の栄養状況はより広く社会

から関心を集めた。しかし、この時点では経済が遅れていた農村部では未だに学校給食を

実施できない状況にあった。こうした状況を踏まえ、都市部だけではなく農村部も含む児

童生徒の栄養状況を重視するよう、中国の栄養学者を始めとした呼びかけ活動が行われる

ようになった。  

このような健康権を保障しようとする国際的な動向や中国国内の動向を受け、中国での

学校給食の提唱者であり、著名な栄養学者である于若木は、児童生徒の健康を保障するた

め、1989年に衛生部や国家教育委員会などの協力の下、衛生部の第 59号文件で「中国学生

栄養促進会」（以下、「促進会」）を創設した。さらに、この「促進会」は「アルマ・ア

タ宣言」を踏まえて「児童生徒保護プログラム（护苗系统工程）」を作成した。この児童

生徒プログラムは 1991 年から 2000 年の間に、①栄養と飲食・衛生教育、②児童生徒栄養

調査と監査、③学校給食の実践、④伝染病の予防、⑤ 健康に良い衛生環境を整える、とい

う 5 つの施策を実施することを計画していた。ここで注目されるのは、この 5 つの施策と

「アルマ・アタ宣言」に示されている個別の具体的活動項目との類似性が指摘できること

である。すなわち、「児童生徒保護プログラム」は国際的に認められている「健康権」を

保障するための中国国内措置の一つとして推進されていった様子が看取され、まさにこの

時期は中国の学校給食制度の胎動期といえよう。 
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第二章 学校給食制度の創設に向けた各種法令の整備 

－1990年代関係法令の分析を中心に－ 

 前章で記述したように、児童生徒の健康を保障するために、1990 年に「促進会」は「児

童生徒保護プログラム」を策定した。しかし、この「児童生徒保護プログラム」は政府の

もとに成立した「促進会」が制定したものではあり、児童生徒の栄養と健康を保障してい

く上で一定の貢献をなしたものの、全国を対象とした本格的な政策ではなかったため、そ

の推進と実践には限界があった。このような状況を転換させたのは、「2000 年予防保健戦

略目標」の制定である。 

 具体的には、1978 年に制定した「アルマ・アタ宣言」後、中国政府はより広い範囲で国

民、児童生徒の保障を推進するために、1987 年、国務院は衛生部の衛生防疫司に対して中

国における 2000年予防保健戦略目標を制定する提案を許可し、世界銀行の支援項目に入れ

られる一つの課題として、国際宣言の実現に向けた国内措置の「2000年予防保健戦略目標」

を制定することが決められた。その後 1988年には、当時の中国の社会経済・科学技術・文

化と教育・衛生保健事業などの発展水準に基づき、衛生部衛生防疫司、衛生監督司、海外

融資係、衛生部衛生統計情報センターを始め、中国予防医学科学院、上海市衛生局、上海

医科大学、北京医科大学等 10以上の関係部門や各領域における 200人以上の専門家を集め

た専門家グループを立ち上げ、約 3 年間を経て、ようやく 1990 年 11 月に「2000 年予防保

健戦略目標」を完成させたのである。この「2000 年予防保健戦略目標」は、WHO とユニセ

フの主催で開催された第 1回プライマリ・ヘルス・ケアに関する国際会議で採択された「ア

ルマ・アタ宣言」を踏まえて作成された中国におけるアクションプランであり、法的拘束

力を伴うものである。さらに、1991 年に「児童生徒保護プログラム」は、衛生部と教育部

による「2000 年予防保健戦略目標」に追加して組み込まれ、政府の各行政部門によって遂

行されることが定められ、政府による学校給食への明確な関与をあらわすものとして大い

に注目されるものである。 

 以上のような状況を踏まえ、1990年にアクションプラン「2000年予防保健戦略目標」が

制定された後、中国の学校給食では、政府が児童生徒の健康状態を一層重視するようにな

り、1990 年代から国務院「九十年代中国食物構造改革と発展綱要（九十年代中国食物结构

改革与发展纲要）」(1993)、農業部・衛生部・国家教育委員会・中国軽工総会「国家大豆

行動計画（大豆行动计划）」(1996)、衛生部「学校食堂の衛生監督規則（学生集体用餐卫

生监督办法）」(1996)、国務院「中国栄養改善行動計画（中国营养改善行动计划）」(1997)、

衛生部「学校給食加工業者の衛生規則と標準（学生营养餐生产企业卫生规范）」(1999)等

が相次いで出され、児童生徒の栄養状況の改善や学校給食の導入を本格的に視野に入れた

姿勢が鮮明に打ち出されてきたのであった。 

本章で扱った 1990年代は、「アルマ・アタ宣言」における「2000年までにすべての人に

健康を」の目標実現のため、中国学校給食制度の成立へ向けた環境整備期ととらえること

ができ、この時期においてようやく学校給食制度の本格的実施に向けた環境がほぼ整った
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と言えよう。 

 

第三章 都市部における学校給食の法制と実態 

－2001年「学校給食推進に関する指導意見」とその運用－ 

第一節 都市部における学校給食に関する法制 

以上の流れを踏まえ、国家経済貿易委員会、教育部及び衛生部によって、2001 年に示さ

れた「学校給食の推進に関する指導意見」（「关于推广学生营养餐的指导意见」、以下「指

導意見」）は、都市部を中心とした学校給食の本格的な普及に国として取り組むことを明

文化したものである。この「指導意見」の発令をもって都市部において、学校給食制度が

成立したのである。主な内容としては、次の 5点を挙げることができる。 

① 学校給食の推進を政府の計画に盛り込み、国による教育事業の一部として位置付ける。 

② それぞれ地域の事情に応じた学校給食の発展アプローチとやり方を探索する。 

③ 品質を最優先とする原則に基づき、食品・食材加工業者の認定と管理を行う。 

④ 衛生管理を厳格にし、食品の安全を保障する。 

⑤ 「科教興国」（科学技術と教育による国家振興）方針を貫徹するため、経営管理、人材

の育成、組織の研究、情報サービスなどの役割を専門家に委ねる。 

この「指導意見」は、学校給食を児童の栄養状況や健康状況の改善といった側面からだ

けでなく、「国家による教育事業」として明確に位置づけている点が特に注目される。す

なわち、これは、国家が学校給食の教育的な意義を正当に認識し始めたことを意味する。

加えて、学校給食が食品加工業の健全な発展にも寄与するものであると捉えることや、学

校給食を担う専門家の配置を求めること等を明記された。ただし、同「指導意見」にみる

学校給食は、「科教興国」の一環とされ、「国家による教育事業の一部」として規定され

ているにもかかわらず、その運営に必要な諸経費は国によって負担されず、地方の各都市

が独自に負担することが求められている。そのため、学校給食の実施地域については、財

政能力の高い大都市でしか実施できないという課題が残されたままであった。換言すれば、

中小都市をはじめ、経済発展の遅れた農村部での学校給食の実施については、この段階で

は事実上困難な状況であったのである。 

 

第二節 都市部地方政府による学校給食制度の運用実態－事例調査による分析を通して－ 

本節では、中国の都市部における学校給食の運用実態を明らかにするため、①中央政府

や地方政府（南昌市）における学校給食の実施者へのインタビュー調査の分析、②2015 年

9 月に筆者が行った、全国で最も規模が大きく、質の良い食事が提供されている北京市と、

江西省の省都である南昌市の当該市教育委員会の学校給食担当者へのインタビュー調査の

分析、③北京市内で経済力を有する地区にある小中一貫校や、相対的に経済力を有さない

地区にある小中一貫校、さらには南昌市の中心部にある小学校の学校給食の実施現状を訪

問調査により入手したデータに基づき分析した。 
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まず、大都市である北京市では、中央政府の指示に従って、市政府は全力で学校給食を

発展させ、豊かな財政状況のもと、栄養や教育の両側面から力を入れている。しかし、北

京市では、市の財政により学校給食の発展を確保するために食堂は建設するものの、実際

の学校給食の運営や施設管理などの経費は各学校が負担している現状にある。そのために、

北京市の学校は材料費、施設設備費、水道電気代、人件費などの費用をすべて給食費に計

上しており、保護者が高い給食費を負担しなければならない。大都市である北京市では、

我が子によりよい食事を確保するためとの思いからか、給食費が高くても保護者からの直

接的な不満は表出していないが、「公教育事業」としての学校給食実施の視点からは相応し

いと言えないだろう。市からの財政的支援によるより一層の積極的な関与が必要である。 

また、地方都市である南昌市では、学校給食の実施は大都市の北京市ほど発展していな

いが、実施可能な範囲内でさまざまな取り組みが行われている。しかし、学校給食の運営

については、国からも地方政府からも財政的な援助を受けていない状況にある。したがっ

て、南昌市では、給食を「公教育事業」として発展させるといった高次の認識はなく、ま

ず事故を起こさないように、「安全安心」な給食を提供するといった最小レベルにとどまっ

ている。こうしたことから、南昌市の学校給食は、教育や栄養よりも衛生面が最重視され、

「安全安心」な給食を提供してはいるものの、結果的に栄養のバランスに問題が生じる状

況を引き起こしている。それゆえ、同市は学校給食の食安全問題のみの重視から給食の栄

養や教育的意義にも配慮する必要があろう。 

さらに、北京市でも南昌市でも、学校給食の管理・指導に関しては、学校給食専門家で

ある栄養士はほぼ配置されていない。前述した北京市内で経済力を有する地区にある小中

一貫校のみ栄養士を配置してはいるものの、栄養に関する理論的な知識しか有しておらず、

実際の調理経験がない。このような栄養士によって立てられた給食の献立は、実際に料理

人が作れない場合も生じ得る。つまり、学校給食の栄養士の実践的能力も向上させなけれ

ばならない。その一方、北京市の相対的に経済力を有さない地区にある小中一貫校も地方

都市の南昌市の小学校も、学校給食を管理・指導する専門家が配置されていないため、学

校側は「指導意見」で記された「国家による教育事業」として積極的に取り組んでいたと

しても、求める効果を十分に得られない可能性が高く、表面的な活動に留まっている現状

がみられた。中国の学校給食の理念である「健康権」を保障するため、大都市でも地方都

市部でもよりよい給食の環境を整え、栄養も教育も実現する給食を提供できるよう努力し

なければならない。中国都市部の学校給食の発展に対して、この点は極めて重要な現実的

課題であると言える。 

 

第四章 農村部における学校給食の法制と実態 

    －2011年「農村義務教育段階の児童生徒栄養改善計画」とその運用－ 

第一節 農村部における学校給食に関する法制  

都市部を中心とする学校給食法令である「指導意見」を制定した 10 年後の 2011 年、国
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務院は、ようやく「農村義務教育段階の児童生徒栄養改善計画」（「关于实施农村义务教

育学生营养改善计划的意见」、以下「栄養計画」）を制定し、年間総額 160 億元（約 2400

億円）の栄養補助費を、中西部 22 の省の 699 県における児童生徒約 2600 万人を対象とし

て投入することとした。この「栄養計画」の発令によって、ようやく農村部においても学

校給食制度が確立されたのである。同「栄養計画」の内容は、以下の通りである。 

① 国家試行区の設定：2012年秋学期（新学年度）から、国の集中特殊困難地区に指定され

ている農村において、義務教育段階の児童生徒の栄養改善計画を実施する。国は試行区

内の農村部の児童生徒に対し、毎日１人につき 3元（児童生徒の一年間の在校日数が 200

日間を計算して、年間１人あたり 600元となる。）を支給する。 

② 地方試行区設定の支援：国は国家試行地域以外の各地貧困地区、少数民族居住区、辺境

地区、旧解放区などを対象に地方試行を展開する。中央政府は地方試行区で順調に「栄

養計画」が展開されているところや、一定の効果を上げている地方政府には奨励補助金

を支給する。（例えば、中央財政部は、各地方政府の財政投入状況とその効果に応じ、

中央 5：地方 5の割合で奨励補助金を支給する方針である。） 

③ 食事環境の改善：農村地域の義務教育段階の学校改修計画の中に、食堂建設のための資

金を含め、学校給食提供のための施設・設備を整える。また、中西部地区の農村の学校、

とりわけ国家試行区内の義務教育段階の学校へ優先的に食事環境改善に対する補助を

行う。 

④ 社会団体の協力の要請：共青団（中国共産主義青年団の略称）や婦連（中華婦女連合会

の略称）等の人民団体、都市の住民委員会、農村の村民委員会等の基層団体、及び企業

や慈善団体等が、地方政府の統一的計画の下、積極的に農村義務教育学生栄養改善プロ

グラムへ参加することを奨励して、食事環境の改善、運営方式の革新、社会の監督等の

各方面で積極的な機能を発揮することを求める。 

⑤ 経済状況が困難な寄宿児童生徒に対する生活補助金の改善：2011年 9月から家庭の経済

状況が困難な寄宿児童生徒に対する生活補助金を 1 日 1 元（約 15 円）上乗せし、小学

生に 1日 4元を、中学生に１日 5元を支給する。中央政府はそのうち 50％の資金を負担

する。 

これらの内容以外にも、同「栄養計画」では、健康教育の強化、資金の管理、食品の安

全の保障、衛生状況の改善等もあわせて規定されている。これらの規定内容からも明らか

なように、同「栄養計画」は、都市部と農村部の間にみられる児童生徒の栄養状況の格差

を是正し、義務教育の均衡的な発展を推進する観点から実施されている中央政府主導の総

合プロジェクトである。しかし、今回の「栄養計画」にしても、その実施と監視の具体的

責任を負うのはやはり地方政府であり、多くの県は、国から支給される児童生徒１人当た

り１日 3 元の補助金を食堂の建設や物流コスト、さらには人件費などにも支出しており、

子どもに届く実際の金額は支給の 3 元より少なく、学校給食の質は十分保障されず、定め

られた摂取基準を満たせていないといった実態が新聞等においても報道されている。  
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第二節 農村部地方政府による学校給食制度の運用実態－事例調査による分析を通して－ 

本節では、中国農村部における学校給食の現状や問題点を把握し、その改善・充実に資

するため、①2014年、2015年に中国政府が北京で開催した「学校給食交流会」において収

集した最新資料の分析、②学校給食推進に携わる中央政府や地方政府（江西省・遼寧省）

の関係者へのインタビューの分析、③政府機関によって発行された学校給食の実施に関す

る内部資料の分析、④中央政府から学校給食の援助を受けている楽安県（江西省）の公立

小学校 2 校および公立中学校 2 校と、中央政府から学校給食の援助を受けておらず地方政

府が独自に学校給食を実施している西豊県（遼寧省）の公立中学校 1 校を対象とした現地

調査の分析を行った。それによると、おおよそ次のような点が指摘できる。 

第一に、学校給食の国試行区である江西省の実態調査の分析からは、まず、中国政府は

学校給食の実施に関しては、具体的な学校給食メニューの基準、学校給食の実施方式、提

供時間、学校給食国試行区の当該地方政府への役割区分などは明確に規定しておらず、す

べて地方政府の実情に応じて適宜実施するよう委託している。このことは、地方政府が自

らの実情により、独自の判断で給食を実施し、中央政府が期待した給食の姿とは異なり、

自分なりの方法で学校給食を維持することを認めることを意味している。また、近年は中

央政府から国試行区への学校給食補助金や食堂建設・改修など様々な財政的な援助は、実

際の学校給食実施経費を十分満たしていない。すなわち、国からの農村部に対する学校給

食の実施経費の予算が絶対的に不足しているのである。それゆえ、学校給食の実施現場で

ある各学校は、給食の基準、食堂の施設設備の水準、給食の管理職員の採用などをはじめ、

多数の財政的な問題に直面している。さらに、国から推進された新しい事業である農村部

の学校給食事業は、財政状況が極めて厳しく、教職員も不足している農村部貧困地区学校

の日常の学校教育活動に結果として負の影響を及ぼしている状況もあり、学校給食を学校

教育活動の一環として十分に行うことができるように措置することは焦眉の課題と言える

だろう。 

第二に、学校給食の地方試行区である遼寧省の実態調査の分析から、まず、国試行区を

設定されていない地方政府の遼寧省が独自で学校給食の運営に関する諸事項や経費をすべ

て負担することは現実的には不可能であることが判明した。そのため、同省は省内の市や

県、さらに保護者と協力して共同で経費負担することになっていた。 

中央政府は、学校給食の国試行区に指定されず、相対的に経済発展している地方政府に

対して、独自に学校給食の地方試行区を設定することを提唱しているが、具体の実施基準

や実施方法などが提示されていないため、地方政府が独自に実施する農村部の給食の形は

極めて多様な状況にある。また、中央政府は学校給食の地方試行区を設定した地方政府へ

の援助について、「地方試行区で順調に『栄養計画』が展開されている地区や、一定の効果

を上げている地方政府には奨励補助金を支給」すると規定はしているものの、援助の基準

や金額などについては具体的に規定していない。結果的に、同省は、学校給食を実施して

からわずか 2 年間ですべての児童生徒に学校食堂で給食を提供することに成功してはいる
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ものの、国からの明確な財政的援助はないようである。中央政府は独自に学校給食を実施

する地方政府に対して、明確な援助や実施指導が十分にできていない実態が指摘できよう。 

第三に、このように、2011 年に農村部学校給食法令である「栄養計画」を制定してから

約 4 年を経た今日、中国政府は農村部に学校給食を強く推進する一方、財政的課題をはじ

め、各地の学校給食実施状況に対して、実施基準、実施方法、食堂の建設、関係職員の配

置・管理など様々な課題の解決を漸次努力することが強く望まれる。しかしながら、中国

農村部学校給食の直面する最大課題は、学校給食を展開する国試行区ですら未だにすべて

の児童生徒に給食を提供し得ていないことである。 

 

終章 現代中国における学校給食制度の特質と意義と課題  

 以上の考察から、今日の中国における学校給食制度の特質と意義と課題として、次のよ

うな諸点が指摘できる。 

 

1 特質及び意義 

まず、中国の学校給食制度が、国内外の背景的状況を受け、単に栄養の改善に止まらず

幅広く国民の「健康権」保障を通して健康格差の是正を図る制度として創設されている点

である。WHO加盟国となった中国の学校給食制度は、健康権を保障しようとする国際的な背

景のもと、国民の健康権、特に国の将来を支える子供たちの健康権を保障するため、国際

宣言である「アルマ・アタ宣言」に示されるプライマリ・ヘルス・ケアの基本的理念に基

づいて実施されたものであった。もちろん、現実は、都市部と農村部の間にみられる経済

的な格差に起因して、未だに国民全体の健康が十分達成できていない状況にはあるが、中

国の学校給食制度は、このような地域間や国民間に存在する問題状況の改善に有効な方途

の一つであり、同制度が遍く全ての国民の「健康権」保障を通して健康格差の縮小を図ろ

うとしている点は、まさに同国学校給食制度の最大の特質であり意義であろう。 

 また、中国の学校給食制度は、教育事業の一環として中央政府により明確に位置づけら

れたものであり、特に経済的発展に遅れが見られる農村部では「教育を受ける権利」を保

障するものとして学校給食の実施が強く目指されている。この点も同制度の特質及び意義

として注目されなければならない。加えて、同制度が円滑に実施されるように、教育、衛

生、栄養、経済等の複数政府関係機関の連携協力の下、同制度は実施・展開されているが、

教育事業としての自覚・認識を迫りながら、中央政府・地方政府関係機関相互の連携協力

体制を実現させた点も同制度の特質であり意義の一つである。 

 次に、中国の学校給食制度は、まず都市部における同制度の実施から始まり、その後農

村部における実施へと「二元的かつ時間差的な手法」で展開されてきた。具体には、経済

発展を遂げた都市部に対しては、国が「指導意見」を出して学校給食の実施を独自に求め

る一方で、経済発展の遅れた農村部に対しては、国が「栄養計画」を発令し国試行区の義

務教育段階の児童生徒を対象に学校給食費を重点投入している。中国学校給食制度の究極
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的な目標は、全国遍く平等な条件が確保され、全ての児童生徒に十分な学校給食が提供さ

れることであろうが、実際にはこのような二元的かつ時間差的な手法を用いて同制度の普

及を図ろうとしている点も同国学校給食制度の大きな特質の一つであり、現実的な手法で

あろう。あわせて、経済格差の著しい農村部に対する中央政府からの資金援助が近年拡大

傾向にある点も、中国政府が格差問題解消に向けて本格的に取り組もうとしている姿勢の

現れとして一定評価することができよう。 

さらに、中国の学校給食制度では、本格実施の前に特定の「試行区」を定め、事業の妥

当性を検討する実証実験が行われた上で、全国への展開を図ろうとする「戦略性」が看て

取れる。中国政府は、学校給食を全国に普及させるべく、まず都市部で実施環境がある程

度整えられた試行区から漸次給食の実施を推進させ、その後都市部全域に学校給食を普及

させる手法を採用した。同様に、農村部でも、学校給食の実施がより困難である最貧困地

区 699 県の農村地域を政府主導の試行区として指定し先導的に学校給食を実施させ、最終

的に農村部全域に学校給食を普及させようとしている。このような試行区による実験的な

取り組みを通して制度普及を図ろうとしている点も同制度の大きな特質の一つであり、学

校給食事業の現実的な戦略として評価に値しよう。 

 加えて、中国の学校給食制度の胎動期に、著名な栄養学者であった「于若木」は国民の

栄養状況に社会的な関心を向けることの重要性を訴えるとともに、中国政府の関係部門へ

児童生徒の栄養改善に関する宣伝・活動を呼びかけ、国家的関与の必要性を強く主張した。

同人のこの働きがその後の学校給食制度の発展に大きな役割を果たしていった点は重要で

あり、その貢献も中国学校給食制度の展開上、看過し難い特質の一つである。 

そして最後に、中国の学校給食制度は、子供の健康権保障を一義的な目的とするものの、

同時に「科教興国」政策の一環として国家的発展への貢献が強く意識された側面を内在し

ている点があげられる。すなわち、同制度には、単に個人の健康追求といったレベルに止

まらず、中国国家全体の強化・振興、すなわち国益増強とも言うべき究極的な目標達成を

目指す政府の強い期待も表裏一体的に企図されており、この点も同国学校給食制度の特質

の一つとして指摘しておきたい。 

 

2 課題 

以上のような特質や意義がある一方で、以下に挙げるような、看過できない課題も依然

として存在する。 

まず、前述したように、同制度の特質や意義として、学校給食は明確に教育事業として

中国政府から位置づけられているものの、実際の現地調査により、現実には多くの学校給

食の実施地域、特に経済の発展が遅れた農村部地域では、未だに栄養的な側面にのみ限定

されたレベルに止まり、その教育的な側面が十分に認識されていない状況にある。この点

は極めて大きな問題であり、早急に解決されるべき課題である。 

次に、前述の通り、中国の学校給食制度は都市部と農村部とでそれぞれ別個の施策とし
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て実施されており、都市部の場合、学校給食の運営に必要な諸経費は各都市が独自に負担

する事になっている。そのため、経済力がある大都市と、相対的に経済力がない地方都市

の学校給食実施状況には大きな落差が生じている。加えて、同じ都市であっても、市街地

区と郊外地区、さらには学校間の経済力の差によって学校給食の実施状況が異なっている。

また、農村部の場合、特に経済発展の遅れた貧困地区への重点的な国家予算の投入によっ

て学校給食制度の普及が図られているものの、制度実施の責任主体は依然として地方政府

のため、学校給食の材料費は国が負担してもそれ以外の学校給食の運営に必要な施設設備

費、光熱費等の経費は、主に地方政府が負担することになっている。そのため、経済的に

恵まれない地方政府は、学校給食のメニュー、食事環境、実施方式、給食の提供時間など

を当該地方の状況に合わせて変えざるを得ず、中央政府が期待した学校給食の姿とはほど

遠い。このように、独自に学校給食を実施している都市部や、国からの援助を受けて学校

給食を実施している農村部における経済発展の遅れた貧困地区の子供たちに、経済力があ

る大都市の子供たちと同等の給食の提供が実現できていない点も大きな課題であろう。 

これらの課題を生起させている原因の一つとして、同制度を規定する国の法令が法論理

上拘束性を有しているにもかかわらず、中央政府がその実施不履行の状況を黙認し、法令

違反として厳しく罰しないという認識の低さも課題の一つとして指摘されなければならな

い。 

そして、同制度最大の課題は、やはり中央政府による国家予算の十分な投入とその適切

な管理がなされていない点である。中国の学校給食制度が「アルマ・アタ宣言」の理念を

継承し、遍く国民の健康権保障を目指した「基本的人権保障制度」の一つであるとするな

らば、中央政府は必然的に中国全地域の国民、特に児童生徒に対してその権利を保障する

直接的な責務を有している。現在の中国では、①都市部の中でも経済力を有しておらず、

学校給食を実施していない都市部の子供たちや、②国から学校給食関連の財政援助を受け

ている農村部の貧困地区であっても、交通不便等の理由から僻地に所在している学校の子

供、さらには③農村部の中で国から学校給食関連の財政援助を受けていない地区の子供た

ちは、未だに学校給食を提供されていない現状にある。これらの子供を含み国内すべて子

供たちの健康権を保障するために必要とされる十分な国家予算の確保とその適切な執行管

理が先ずは求められなければなるまい。 
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